
〔
文
献
紹
介
〕

井
下
回
四
郎

引

又

河

岸

の

三

百

年

著

「
我
が
井
下
回
家
は

明
暦
二
年
に
川
越
藩
の
命
陀
よ
り
公
的
舟
還
の
業
を
始
め
て
以
来
、
昭
和
六
年

問
書
の
「
ま
え
が
き
」
の
一
部
を
最
初
K
引
用
す
る
。

新
河
岸
川
改
修
陀
よ
る
廃
業
K
至
る
ま
で
の
こ
七
五
年
間
、
一
貫
し
て
引
叉
河

岸
で
廻
漕
間
塵
を
営
ん
で
き
た
。
と
の
問
、
江
戸
と
引
又
、
或
い
は
引
叉
の
後

背
地
K
当
る
所
沢
、
青
梅
、
八
王
子
、
甲
府
等
と
の
物
資
の
交
流
促
重
要
な
役

割
を
果
し
て
き
た
と
と
は
我
が
家
の
誇
り
と
す
る
所
で
あ
る
。

し
か
る
陀
巨
ま

ぐ
る
し
い
ば
か
り
の
世
の
動
き
と
共
に
、

乙
の
貴
重
在
役
割
が
日
を
追
っ
て
忘

ら
れ
て
行
く
傾
向
陀
あ
り
、

や
が
て
は
人
々
の
脳
裏
か
ら
完
全
に
消
失
す
る
虞

れ
あ
る
を
憂
え
、

ζ

乙

κ私
自
身
の
体
験
や
ら
養
父
の
先
代
慶
十
郎
か
ら
聞
か

さ
れ
た
話
、
或
い
は
我
が
家

κ保
存
さ
れ
て
い
る
数
多
く
の
古
文
書
等
を
綜
合

し
て
、
引
又
河
埠
の
舟
運
及
び
ぞ
れ

κ果
た
し
た
井
下
回
家
の
役
割
友
ど
を
後

世
陀
伝
え
る
べ
く
、
小
冊
子
を
刊
行
す
る
と
と
げ
比
し
た
。
」

さ
で
、
荒
川
の
一
支
流
で
あ
る
新
河
岸
川
舟
運
は
、
こ
れ
ま
で
都
内
だ
も
近

(
以
下
略
)

く
、
多
〈
の
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
成
果
を
み
て
い
る
が
、

こ
の
た
び
、

そ
の

河
岸
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
引
叉
海
岸
で
十
七
代
に
わ
た
り
廻
漕
問
震
を
営
業
し

て
き
た
井
下
回
家
の
当
主
、
四
郎
氏
が
『
引
又
河
岸
の
三
百
年
』
と
い
う
書
物

を
出
版
し
た
。
本
文
は
記
述
篇
と
古
文
書
篇
の
二
部
に
分
か
れ
て
い
る
。

第
一
部
は
六
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。

ヨ
新
型
坪
川
舟
運
と
引
又
河
岸
」
で
は
、
新
河
岸
川
舟
還
の
起
源
か
ら

「
引
又
河
患
の
濫
錫
」
と
し
て
同
家
に
あ
る
多
数
の
古
文
書
の
う

件
筆
を
進
め
、

ち
、
明
治
末
年
に
書
か
れ
た
「
古
今
精
決
集
録
」
を
引
用
し
、
寛
永
二
十
年
以

前
よ
り
河
岸
場
利
用
の
存
在
を
考
察
し
て
い
る
。

口

「
廻
漕
問
屋
の
る
ら
ま
し
」
で
は
、
井
下
回
廻
漕
庖
開
業
の
背
景
と
そ

の
創
立
時
期
と
し
て
、
川
越
藩
主
松
平
信
網
の
野
火
止
用
水
開
設
左
ど
と
合
わ

せ
て
、
当
初
公
的
任
務
の
輸
送
業
務
を
委
託
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
大

正
年
代
の
井
下
回
廻
漕
庖
の
規
模
を
明
示
し
、
折
込
K
あ
る
同
家
屋
敷
図
ゃ
、

大
正
期
の
志
木
河
津
見
取
図
念
ど
と
比
較
す
る
と
興
味
ぶ
か
い
。

そ
の
他
「
問

墨
株
」

「
内
国
通

「
問
農
の
収
入
」

「
問
屋
の
税
金
」

「
問
屋
の
損
害
賠
償
」

運
会
社
へ
の
加
入
」

「
問
屋
の
合
併
陀
よ
る
結
社
」

「
非
常
時
・
と
廻
漕
問
墨
」

左
ど
と
続
い
て
い
る
が
、

ま
さ
に
実
際
死
体
験
し
た
者
の
み
が
書
け
る
文
章
と
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い
え
よ
う
。「

舟
運

κ活
躍
し
た
船
の
あ
れ
と
れ
」
で
は
、
船
の
早
さ
に
よ
る
分
類

と
し
て
早
飛
船
、
早
船
、
並
船
の
三
通
り
が
あ
り
、
船
の
型
に
よ
る
区
分
と
し

て
高
瀬
船
、
似
輔
船
の
二
通
り
。
ま
た
船
の
部
分
の
名
称
、
航
行
方
法
、
船
の

白
寄
港
す
る
湾
岸
場
、
船
の
数
と
そ
の
大
き
さ
等
を
あ
げ
、
明
治
四
年
の
同
家
持

船
の
明
細
と
積
載
旦
一
塁
、
船
の
種
類
、
持
主
、
船
頭
名
を
記
し
て
い
る
。

「
取
扱
凶
貨
物
と
商
閣
」
で
は
、
引
叉
河
岸
の
積
み
卸
し
貨
物
の
上
下

回
荷
物
を
あ
げ
、
具
体
的
陀
品
物
の
明
細
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
荷
主
の
分
布
状

況
の
地
域
を
る
げ
、
近
付
は
も
と
よ
り
青
梅
、
立
川
、
八
王
子
、
甲
府
左
ど
の

遠
橋
地
げ
九
分
布
し
て
い
る
と
と
が
知
れ
る
。

さ
ら
に
荷
物
の
盤
上
で
の
運
搬
手

段
ゃ
、
乗
客
を
扱
う
早
船
に
乗
船
す
る
際
K
、
自
分
の
住
所
、
氏
名
、
年
令
、

性
別
等
を
記
帳
す
る
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
。

国

語
河
岸
川
舟
運
の
終
憶
」
で
は
、
鉄
道
の
開
通
と
新
河
岸
川
の
改
修
の



両
面
か
ら
舟
運
陀
終
止
符
を
う
つ
末
期
の
状
態
を
述
べ
て
い
る
。

最
後
の
的
「
井
下
回
家
の
栄
光
」
で
は
、
同
家
の
略
史
、
近
代
の
井
下
回
家

を
支
え
た
人
々
、
井
下
回
家
の
家
系
左
ど
を
記
し
、
相
内
山
芹
場
繁
栄
と
共
K
歩
み

続
け
た
同
家
を
紹
介
し
て
い
る
。

第
二
部
の
古
文
書
篇
で
は
、
昭
和
四
十
一
年
陀
地
元
の
立
教
高
校
地
歴
部
古

文
書
班
の
学
生
が
分
類
し
た
同
家
所
蔵
文
書
五
八

O
余
点
の
う
ち
、
特

κ重
要

と
み
ら
れ
る
文
書
を
写
真
撮
影
し
、

そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
下
段
K
書
き
下
し
文

K
し
た
文
章
を
あ
げ
て
い
る
。
内
容
と
し
て
は
、

問
屋
運
上
願
」

「
川
岸
場
規
定
書
」

「
運
賃
極
」
「
川
越
河
筋
定
約
書
」

「
河
岸

「
内
閣
通
達
関
係
文
書
」

そ
の
他
を
含
ん
で
い
る
。

最
後
に
、

と
の
書
物
の
著
者
で
あ
る
井
下
回
四
郎
氏
は
「
あ
と
が
き
」
で
ど

長
男
の
慶
一
郎
氏
が
「
入
院
し
た
て
の
頃
の
父
は
、

ζ

の
本
が
完
成
し
な
い
う

ち
は
死
ね
左
い
。
・
・
・
・
・
・
・
・
」
と
回
想
を
記
し
て
い
る
よ
う

κ、
同
書
の
完
成

直
前

K
病
の
た
め
八
十
二
歳
で
不
帰
の
客
と
念
っ
た
。

左
L
V

生
前
中

κ志
木
市

郷
土
史
研
究
会
長
と
し
て
活
躍
左
さ
っ
て
い
た
が
、

そ
の
会
員
数
名
の
積
極
的

協
力
に
よ
り
本
書
が
完
成
し
た
と
と
を
付
記
し
て
な
く
。

A
五
版
一
二
四
頁

~ 353 
昌志

互さ
き本

町

発
行
者

井
下
回
慶
一
郎

申
込
所

五
ー
一
一
六
|
一
五

実
費
頒
価
一
、
ニ

O
O円

〔
第
八
三
回
例
会
の
報
告
〕

第
八
三
回
例
会
は
去
る
九
月
二
五
日
、
午
後
二
時
か
ら
、
国
学
院
大
学
k
h
k

凶
て
開
催
さ
れ
、
次
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

法
隆
寺
領
播
麗
国
鵠
圧
の
条
里
と
用
水

ー
庄
園
図
の
復
元
を
中
心

κ

渡

辺

正

道

要

己
目
〕

(1) 

篤
庄
は
、

と
れ
ま
で
歴
史
地
理
学
と
歴
史
学
の
両
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
き

て
い
る
。

し
か
し
、

と
の
こ
つ
の
研
究
は
、
現
在
有
効
陀
か
み
あ
う
と
と
が
な

〈
、
篤
庄
一
庄
研
究
に
も
限
界
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
研
究
が
統
一
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さ
れ
る
方
向
が
望
ま
れ
る
。
相
府
庄

κ
は
著
名
な
嘉
暦
四
年
の
「
鳩
庄
図
」
が
あ

あ
り
、

乙
の
庄
図
は
条
塁
制
を
示
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
呼
称
は
庄
園
独
自
の

呼
称
法
を
と
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、

「
鱒
庄
図
」
か
ら
慢
保
郡
条
坊
(
塁
)
制

を
直
接
復
元
す
る
と
と
は
で
き
ず
、
大
徳
寺
領
小
宅
庄
の
文
和
三
年
「
小
宅
庄

図
一
か
ら
混
一
保
郡
条
坊
制
を
復
元
し
、

と
れ
に
「
篇
庄
図
」
を
接
続
さ
せ
て
い

た
。
と
の
成
果
は
谷
間
阿
武
雄
氏
の
一
連
の
研
究
が
示
し
て
い
る
。
又
、

「
鱒
庄

図
」
陀
-
記
載
さ
れ
て
い
る
条
割
や
用
水
K
つ
い
て
、

そ
の
解
釈
が
混
乱
し
て
い

る
よ
う
K
思
わ
れ
る
。

「
鵠
庄
図
」
の
み
陀
よ
っ
て
解
釈
ぜ
ざ
る
を

と
れ
は
、

得
念
か
っ
た
従
来
の
実
情
を
反
映
し
て
い
る
。

と
と

K
な
い
て
も
一
庄
研
究
の

限
界
が
顕
著
で
あ
る
。
従
っ
て
、
鳩
庄
を
研
究
す
る
場
合
で
も
、
当
地
域
の
弘

と
れ
ら
の
庄
園

山
庄
、
小
宅
庄
、
福
井
正
等
を
視
野
花
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

は
、
そ
の
歴
史
的
様
相
は
呉
っ
て
い
て
も
、
捧
保
郡
条
坊
制
に
同
一
の
平
面
的




